
コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

コミュニティ・スクールは、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させるこ
とで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組みのことです。

学校運営協議会の主な役割

★「校長の作成する学校運営の基本方針を承認する」
★「学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べる」
・「教職員の任用に関して教育委員会に意見が述べられる」 【将来的課題】

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第4 7 条の5 】 H 1 6 制定

法的位置づけ・根拠

★教育委員会が、学校や地域の実情に応じて
学校運営協議会を置く学校を指定できる。

地域とともにある学校づくり

学校運営協議会委員の具体的な任免の手続
きや任期は、教育委員会規則で定め、教育委
員会が任命します。

委員は、校長が作成する基本方針の承認等
の一定の権限を持つことから、特別職非常勤
の地方公務員として任命されます。また、学校
運営協議会委員は、守秘義務等についても教
育委員会規則で定められます。

○「学校運営の改善」と「教育支援活動等の充実」の双方向・協働
型の取組の推進

○学校・家庭・地域の組織的・継続的な連携・協働体制の確立
○教育支援活動等を通じた、日々の教育活動や子供への理解の
深まり、課題解決の実践

○子供の教育に関する課題や目標等の共有による当事者意識の
高まり

○学校・家庭・地域において、共通したビジョンをもった取組の展開
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積極的に地域の方々や保護者の教育力を、子どもたち一人一人に提供する

プロの大工さんの指導

学校運営協議会

茶道教室

裁縫指導

ピアノ演奏

学習支援

絵本の読み聞かせ

植栽美化

書道指導

絵画指導

クラブ活動の指導

図工指導

ふれあいお楽しみ会

落葉かき 校内整備

プロの大工さんの指導

地域の教育力


